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対象会社の欠損金の利用
旧制度
ある会社が、税務上の繰越欠損金を有する会社または含み損のあ

る資産を有する会社の株式を取得する場合、その欠損金または含み損
は、株式の取得後にも繰り越すことができ、対象会社の将来の収益と相
殺することができた(旧法人税法57条)。

これは、現時点で多額の収益を得ている企業の節税に用いられてい
た。すなわち、かかる企業は、欠損法人を取得し、自己の事業を欠損法
人に付け替えることによって、課税所得を減額することができた。

しかし、かかる節税は、他の手法による企業買収との衡平を失してお
り、不適切な租税回避を構成する可能性があると批判されていた。

現行制度
対象会社の欠損金や資産の含み損の繰り越しは、買収会社が対象会

社の株式の50%以上を直接または間接に取得する場合で、租税回避の
可能性を示唆する特定の事実が存在する場合には、制限されるように
なった。
 
具体的には、

① 特定事実の発生した年度の以前に生じた欠損金を繰り越すこ
と、

 および、
② 特定事実の発生した年度のはじめから3年以内かつ株式取得の日

から5年以内に生じた資産の譲渡損失等を控除することは、

買収会社が対象会社の株式の50%以上を直接
または間接に取得する場合で、以下の事実のい
ずれかが生ずる場合には、認められない。

(i) 対象会社が買収以前に休眠会社であり、買
収後に事業を開始する場合、

(ii) 対象会社が買収以前の事業を廃業すること
が見込まれている状況で、買収以前の事業
規模の5倍以上の借入れを行う場合、

(iii) 買収会社(またはその関連者)が、対象会社
の全債務の50%以上に相当する対象会社
に対する債権を、その額面の50%未満の金
額で取得したという状況で、買収会社が買
収以前の事業規模の5倍以上の借入れを行
う場合、

(iv) 上記(i)から(iii)の状況において、対象会社
が適格合併または適格分割を行う場合、

(v) 特定の役員のすべておよび従業員の
20%以上が買収により退職し、買収以前
からの従業員の従事しない事業の規模が
買収以前の事業規模の5倍以上となった場
合、

(vi) その他、上記に類する事実。
 (法人税法57条の2、同61条)

検討
旧制度は、対象会社の損失の利用が一定限度で制限される適格組

織再編との均衡を失するとしばしば批判されていた。それゆえ、今回の
税制改正は、欠損法人および含み損資産を有する法人を対象とする会
社組織再編税制を統一するとともに、租税回避を防止したものである。

 しかし、買収企業の側から見れば、欠損法人等を買収する利点が、部
分的に奪われたということもできる。

株式交換/株式移転
旧制度
株式交換や株式移転の場合、他の企業再編において、対象会社の資

産の所有権が移転し、資産の含み損益が実現してしまう場合とは異な
り、対象会社の資産を時価評価する必要はなく、かつ、かかる評価損益
に対する課税はない。

そのような利点から、株式交換や株式移転は、MBOなどにおける少
数株主のスクイーズアウトに利用されていた。たとえば、

(i) 株式交換の特則として、買収企業は、産業活力再生特別措置法
による認定を受けた場合には、自社の株式に換えて現金を少数
株主に交付することにより、対象会社の全株式を取得すること
ができる。したがって、ある会社が対象会社の支配株式を取得
し、産業活力再生特別措置法の認定を受けた場合、当該支配株
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主会社は、この現金交付株式交換により対象会社の資産の評価
替えによる課税を受けることなく、少数株主をスクイーズアウト
することができた。

(ii) 対象会社の支配株主は、株式移転によって、対象会社の資産の評
価替えによる課税を受けることなく、対象会社の支配株主と少
数株主が株主となる完全親会社を設立することができた。新し
く設立される完全親会社は、元の対象会社の支配株主によって
支配され、対象会社の全ての資産を、当該支配株主が完全支配
する別会社へ譲渡することができる。そして、設立された完全親
会社を解散することによって、少数株主をスクイーズアウトする
ことができた。

現行制度
株式交換や株式移転も、一定の適格要件を充たさない限り、対象会

社の資産の評価替えによる課税を受けることとなった。

その適格要件とは、①株式交換および株式移転により交付されるの
が、株式のみであること、②新しく設立される完全親会社によって、将
来、対象会社の株式が継続的に保有されることである(法人税法2条

12号の16および同12号の17)。

検討
この税制改正は、株式交換や株式移転の取り扱いが、他の会社組織
再編と比較して均衡を失しているとの批判によりなされたものである。

そして、この税制改正の結果、上記(i)の仕組みは上記①の要件を充
たさず、上記(ii)の仕組みは上記②の要件を充たさないことから,これら
の仕組みを用いた場合にも対象会社の資産の評価替えによる課税に服
することとなった。

三角合併
三角合併とは、新会社法によって新しく導入された制度である。それ

は、合併会社の一方が、その親会社の株式を他方の合併会社の株主に
対価として交付する合併を意味している。

三角合併制度の施行は、現在見合わせられており、今なお議論が継
続中である。それゆえ、三角合併に関する税制はまだ明確にされていな
い。その税制が公表された際には、三角合併取引の有効性に影響するこ
とが確実である。
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